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風しんが流行しています！予防接種はお早めに！
（大人の風しん予防接種費用一部助成のお知らせ）

　風しんは妊婦（特に妊娠初期）が感染した場合、胎児が難聴や白内障、心疾患などを発症するおそれがありま
す。安心して子育てをするため、この機会に予防接種を受けましょう。　

▼助成対象　 平成２年４月１日以前に生まれた方で、予防接種を受けた日から申請を行う日まで潮来市に住民登
録がある方で以下のいずれかに該当する方　

　　　　　　（ア）妊娠している女性の配偶者又は胎児の父親（母子手帳を確認します）　
　　　　　　（イ）妊娠を予定又は希望している女性及びその配偶者
　　　　　　※ 妊娠していない時期に接種し、接種後２ヶ月間は妊娠を避ける

ことが必要です

▼助成期間　平成30年11月１日（木）～
　　　　　　※平成30年11月１日以降に接種したものが対象

▼助 成 額　予防接種費用の１/２の額（5，000円限度）１人につき１回のみ

▼申請方法　 申請書兼請求書に次の書類を添付し、かすみ保健福祉センターに
提出してください。　　　

　　　　　　申請書は市ホームページからダウンロードできます。　
　　　　　　① 予防接種を受けたことを証する書類　
　　　　　　② 母子健康手帳（上記アに該当する場合）　
　　　　　　③ 領収書（原本）　
　　　　　　④ 振込先がわかるもの・印鑑
【お問合せ・申込先】かすみ保健福祉センター　☎６４－５２４０

11月は児童虐待防止推進月間 児童虐待は社会全体で解決すべき問題です
出産・子育てに関する悩みがある方は、児童相談所や子育て支援課へお気軽にご相談ください

～虐待を受けたと思われる子どもがいたら・ご自身が出産や子育てに悩んだら・子育てに悩む親がいたら～
あなたの1本のお電話で救われる子どもがいます。児童虐待かもと思ったらすぐに
お電話ください。
連絡は匿名で行うことも可能です。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。

児童相談所全国共通３桁ダイヤル　１
いちはやく

８９　
お住まいの地域の児童相談所につながります。
児童虐待とは・・・？
身体的虐待 殴

なぐ

る、蹴
け

る、叩
たた

く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺
おぼ

れさせる、家の外にしめだすなど
性 的 虐 待 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど

ネグレクト 乳幼児を家に残して外出する、食事を与えない、ひどく不潔なままにする、自動車の中に放置する、重
い病気になっても病院に連れて行かない、他の人が子どもに暴力を振るうことなどを放置するなど

心理的虐待 言葉により脅(おびや)かす、無視する、きょうだい間での差別的扱いをする、子どもの目の前で家族に
対して暴力をふるう（DV）など

【お問合せ】中央児童相談所 鹿行分室　☎　０２９１－３３－４１１９
　　　　　　子育て支援課　☎６３－１１１１　内線３８６・３８８

くわしくはこちらへ！


